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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 10月 15日 (2004.10.15)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 通 信 シ ス テ ム （ １ ０ ） で あ っ て 、
　 （ ａ ） デ ー タ を 通 信 す る よ う に 構 成 さ れ る 第 １ の 移 送 媒 体 （ １ ８ ） と 、
　 （ ｂ ） デ ー タ を 通 信 す る よ う に 構 成 さ れ る 第 ２ の 移 送 媒 体 （ ２ ０ ） と 、
　 （ ｃ ） 前 記 第 １ の 移 送 媒 体 （ １ ８ ） と 前 記 第 ２ の 移 送 媒 体 （ ２ ０ ） と の 間 で デ ー タ の 通
信 を 選 択 的 に 許 可 す る よ う に 構 成 さ れ る フ ァ イ ア ウ ォ ー ル 装 置 （ １ ４ ） と 、
　 （ ｄ ） 前 記 第 １ の 移 送 媒 体 （ １ ８ ） と 接 続 さ れ る 第 １ の 通 信 装 置 （ １ ２ ） と 、
　 （ ｅ ） 前 記 第 ２ の 移 送 媒 体 （ ２ ０ ） と 接 続 さ れ る 第 ２ の 通 信 装 置 （ １ ６ ） と
　 を 備 え 、
　 前 記 第 １ の 通 信 装 置 （ １ ２ ） お よ び 前 記 第 ２ の 通 信 装 置 （ １ ６ ） は 、
　 前 記 第 １ の 移 送 媒 体 （ １ ８ ） と 、
　 前 記 第 ２ の 移 送 媒 体 （ ２ ０ ） と 、
　 前 記 フ ァ イ ア ウ ォ ー ル 装 置 （ １ ４ ） と
　 を 含 む デ ー タ 接 続 を 確 立 し 、
　 前 記 デ ー タ 接 続 の 確 立 後 に 、 デ ー タ が 伝 送 さ れ る よ う に す る た め の 複 数 の フ ォ ー マ ッ ト
の う ち の １ つ を ネ ゴ シ エ ー シ ョ ン し 、
　 該 ネ ゴ シ エ ー シ ョ ン に 応 答 し て 伝 送 さ れ る 前 記 デ ー タ を フ ォ ー マ ッ ト し 、
　 前 記 デ ー タ 接 続 を 用 い て 、 前 記 第 １ の 通 信 装 置 （ １ ２ ） と 前 記 第 ２ の 通 信 装 置 （ １ ６ ）
と の 間 の 前 記 ネ ゴ シ エ ー シ ョ ン に 応 答 し て フ ォ ー マ ッ ト さ れ た 前 記 デ ー タ の 伝 送 を 実 施 す
る
　 よ う に 構 成 さ れ る 通 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 フ ァ イ ア ウ ォ ー ル 装 置 （ １ ４ ） は 、
　 接 続 要 求 を 受 信 し 、
　 前 記 デ ー タ 接 続 を 確 立 す る た め の 前 記 接 続 要 求 の 受 信 に 応 答 し て 、 前 記 第 １ の 通 信 装 置
（ １ ２ ） と 前 記 第 ２ の 通 信 装 置 （ １ ６ ） と を 接 続 す る



　 よ う に 構 成 さ れ る 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 フ ァ イ ア ウ ォ ー ル 装 置 （ １ ４ ） は 、 前 記 第 １ の 通 信 装 置 （ １ ２ ） と 前 記 第 ２ の 通 信
装 置 （ １ ６ ） と の 間 で 前 記 デ ー タ を ル ー テ ィ ン グ す る よ う に 構 成 さ れ る
　 請 求 項 １ 及 び ２ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 フ ァ イ ア ウ ォ ー ル 装 置 （ １ ４ ） は 、
　 前 記 通 信 装 置 （ １ ２ 、 １ ６ ） の 一 方 か ら 接 続 要 求 を 受 信 し 、
　 他 方 の 前 記 通 信 装 置 （ １ ２ 、 １ ６ ） の ア ド レ ス を 特 定 し 、
　 前 記 デ ー タ 接 続 を 確 立 す る た め に 前 記 他 方 の 通 信 装 置 （ １ ２ 、 １ ６ ） に 前 記 接 続 要 求 を
転 送 す る
　 よ う に 構 成 さ れ る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 第 １ の 移 送 媒 体 （ １ ８ ） お よ び 前 記 第 ２ の 移 送 媒 体 （ ２ ０ ） は そ れ ぞ れ 、
　 パ ケ ッ ト の 交 換 さ れ た 媒 体
　 を 備 え る
　 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 以 下 の （ ａ ） か ら （ ｆ ） の ス テ ッ プ を 有 す る 通 信 方 法 、
　 （ ａ ） 第 １ の 移 送 媒 体 （ １ ８ ） と 接 続 さ れ る 第 １ の 通 信 装 置 （ １ ２ ） を 配 設 す る ス テ ッ
プ と 、
　 （ ｂ ） 第 ２ の 移 送 媒 体 （ ２ ０ ） と 接 続 さ れ る 第 ２ の 通 信 装 置 （ １ ６ ） を 配 設 す る ス テ ッ
プ と 、
　 （ ｃ ） 前 記 第 １ の 移 送 媒 体 （ １ ８ ） と 前 記 第 ２ の 移 送 媒 体 （ ２ ０ ） と の 間 に 位 置 す る フ
ァ イ ア ウ ォ ー ル を 介 し て 、 前 記 第 １ の 通 信 装 置 （ １ ２ ） と 前 記 第 ２ の 通 信 装 置 （ １ ６ ） と
の 間 に デ ー タ 接 続 を 確 立 す る ス テ ッ プ と 、
　 （ ｄ ） 前 記 デ ー タ 接 続 を 確 立 す る ス テ ッ プ の 後 に 、 前 記 第 １ の 通 信 装 置 （ １ ２ ） と 前 記
第 ２ の 通 信 装 置 （ １ ６ ） と を 用 い て 、 デ ー タ が 伝 送 さ れ る た め の 複 数 の フ ォ ー マ ッ ト の う
ち の １ つ を ネ ゴ シ エ ー シ ョ ン す る ス テ ッ プ と 、
　 （ ｅ ） 前 記 ネ ゴ シ エ ー シ ョ ン す る ス テ ッ プ の 後 に 、 前 記 デ ー タ を フ ォ ー マ ッ ト す る ス テ
ッ プ と 、 （ ｆ ） 前 記 フ ォ ー マ ッ ト す る ス テ ッ プ の 後 に 、 前 記 フ ァ イ ア ウ ォ ー ル を 介 し て 前
記 第 １ の 通 信 装 置 （ １ ２ ） と 前 記 第 ２ の 通 信 装 置 （ １ ６ ） と の 間 で デ ー タ を 伝 送 す る ス テ
ッ プ 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 デ ー タ 接 続 を 確 立 す る ス テ ッ プ は 、
　 フ ァ イ ア ウ ォ ー ル 装 置 （ １ ４ ） を 用 い る 前 記 フ ァ イ ア ウ ォ ー ル を 介 し て 前 記 デ ー タ 接 続
を 確 立 す る ス テ ッ プ
　 を 含 む
　 請 求 項 ６ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 フ ァ イ ア ウ ォ ー ル 装 置 （ １ ４ ） を 用 い て 、 前 記 第 １ の 通 信 装 置 （ １ ２ ） と 前 記 第 ２
の 通 信 装 置 （ １ ６ ） と の 間 で 前 記 デ ー タ を ル ー テ ィ ン グ す る ス テ ッ プ
　 を さ ら に 含 む 請 求 項 ６ ま た は ７ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 デ ー タ 接 続 を 確 立 す る ス テ ッ プ は 、
　 （ ａ ） 第 １ の 通 信 装 置 （ １ ２ ） と 前 記 第 ２ の 通 信 装 置 （ １ ６ ） の う ち の 一 方 か ら 前 記 フ
ァ イ ア ウ ォ ー ル 装 置 （ １ ４ ） 内 で 接 続 要 求 を 受 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 （ ｂ ） 前 記 要 求 を 受 信 す る ス テ ッ プ の 後 に 、 前 記 第 １ の 通 信 装 置 （ １ ２ ） と 前 記 第 ２ の
通 信 装 置 （ １ ６ ） の う ち の 他 方 を 特 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 （ ｃ ） 前 記 特 定 す る ス テ ッ プ の 後 に 、 前 記 第 １ の 通 信 装 置 （ １ ２ ） と 前 記 第 ２ の 通 信 装
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置 （ １ ６ ） の う ち の 前 記 他 方 に 前 記 接 続 要 求 を 転 送 す る ス テ ッ プ と
　 を 含 む 請 求 項 ６ ～ ８ の い ず れ か に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 デ ー タ を 伝 送 す る ス テ ッ プ は 、
　 複 数 の デ ー タ パ ケ ッ ト を 用 い て 通 信 を 行 う ス テ ッ プ
　 を 含 む
　 請 求 項 ６ ～ ９ の い ず れ か に 記 載 の 方 法 。
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